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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置において、生体信号処理回路に
おけるＤＣレベル（オフセット）及び利得を自動的に最
適化する。
【解決手段】生体信号処理回路４０は心電信号等の生体
信号を処理する回路である。それにはレベル調整回路４
２、増幅回路４４、変換回路（ＡＤＣ）４６等が含まれ
る。レベル調整回路４２の動作がフィードバック制御さ
れ、増幅回路４４の入力基準レベルに、それに入力され
るアナログ信号５４のＤＣレベルが自動的に合わされる
。その後、同期信号６２が適正に生成されるように、増
幅回路４４の利得が調整される。健常者を測定した生体
信号に基づいて調整を行うようにしてもよいし、ダミー
信号により生成される生体信号に基づいて調整を行うよ
うにしてもよい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体信号測定装置が接続される入力ポートと、
　前記入力ポートからのアナログ信号を増幅する増幅回路と、
　前記入力ポートと前記増幅回路との間に設けられ、前記増幅回路へ入力されるアナログ
信号のＤＣレベルを調整するレベル調整回路と、
　前記増幅回路から出力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路と、
　調整モード実行時において、前記デジタル信号に基づいて前記レベル調整回路の動作を
制御することにより、前記レベル調整後のアナログ信号のＤＣレベルを前記増幅回路の入
力基準レベルに合わせる制御回路と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記制御回路は、前記デジタル信号中の１又は複数の波形平坦区間から代表振幅値を求
め、その代表振幅値に基づいて前記レベル調整回路の動作を制御する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１記載の装置において、
　前記制御回路は、前記ＤＣレベルを前記入力基準レベルに合わせた後に前記増幅回路の
利得を調整する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、
　前記変換回路は、前記増幅回路から出力されたアナログ信号を第１デジタル信号に変換
する第１変換回路であり、
　当該超音波診断装置は、更に、
　前記増幅回路から出力されたアナログ信号から同期信号生成用の信号成分を抽出する抽
出回路と、
　前記同期信号生成用の信号成分を第２デジタル信号に変換する第２変換回路と、
　前記第２デジタル信号が示す波高値を閾値と比較することにより同期信号を生成する同
期信号生成回路と、
　を含み、
　前記制御回路は、前記調整モード実行時において、前記第２デジタル信号が示す波高値
が前記閾値を超えるように前記増幅回路における利得を調整する、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１記載の装置において、
　前記生体信号測定装置に対してダミー信号を与える信号源を含み、
　前記生体信号測定装置に対して前記ダミー信号を与えた状態において前記調整モードが
実行される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、特に生体信号処理回路の調整に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、生体に対する超音波の送受波により得られた受信信号に基づいて超
音波画像を形成する医療装置である。例えば、心臓の超音波診断では、心電モニタ（心電
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計）から超音波診断装置へ心電信号が送られる。超音波診断装置の表示器には、心臓の断
層画像と共に心電信号が波形として表示される。心電信号以外の生体信号、例えば脈波信
号、心音信号等が計測されることもある。
【０００３】
　一般に、超音波診断装置には、生体信号を受け入れる入力ポートが設けられており、そ
の入力ポートを経て入力された生体信号が生体信号処理回路を経てホストコントローラへ
送られる。生体信号処理回路は、通常、生体信号としてのアナログ信号を増幅する増幅回
路、その増幅回路に入力されるアナログ信号のＤＣレベル（オフセット）を調整するレベ
ル調整回路（オフセット調整回路）、増幅回路からのアナログ信号をデジタル信号に変換
する変換回路、等を有している。そのデジタル信号がホストコントローラへ送られる。
【０００４】
　レベル調整回路は、増幅回路の入力基準レベル（一般に増幅率ゼロとなるレベル）に対
して、それに入力されるアナログ信号のＤＣレベル（オフセット）を合わせるためのもの
である。入力基準レベルに対してＤＣレベルがずれていると、増幅回路における利得を可
変した場合に、生体信号のＤＣレベルが動いてしまい、結果として、画面上において生体
信号の波形が上下方向に運動してしまう。入力基準レベルに対して入力信号のＤＣレベル
が一致していれば、そのような問題は生じない。従来の超音波診断装置においては、心電
モニタの接続時等において、画面表示される生体信号波形を観察しながら、マニュアルで
オフセット調整がなされ、その上で利得調整がなされていた。そのような調整後、超音波
診断が実施されていた。
【０００５】
　特許文献１には、超音波画像と共に心電波形を表示する超音波診断装置が記載されてい
る。心電波形の表示に際してはその振幅の大きさが自動調整されている。特許文献２にも
心電波形の振幅を自動調整する超音波診断装置が記載されている。しかし、特許文献１，
２にはＤＣレベルの自動調整についてまでは記載されていない。
【０００６】
　なお、特許文献３には、光ディスク再生装置が記載されている。同装置は、光ピックア
ップ信号のレベルを自動調整する回路と、レベル調整後の光ビックアップ信号のゲインを
自動調整する回路と、を備えている。光ピックアップ信号は画面上に波形として表示され
る信号ではない。そもそも光ピックアップ信号は信号性質上生体信号とは大きく異なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２１０２２８号公報
【特許文献２】特開２００１－１０４３０６号公報
【特許文献３】特開２００５－　９２９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　超音波診断装置において、超音波画像と共に生体信号を表示するためには、それに先立
って、入力信号のＤＣレベルを調整（オフセット調整）する必要があるが、その作業をす
べてマニュアルで行う場合、ユーザーに大きな負担がかかる。マニュアル調整によると、
諸状況に適合した調整結果を必ずしも得られないという問題がある。利得又は増幅度の調
整においても同様の問題を指摘できる。
【０００９】
　本発明の目的は、生体信号処理回路の調整においてユーザーの負担を軽減又は解消する
ことにある。あるいは、本発明の目的は、生体信号のＤＣレベル及び生体信号の振幅が自
然に最適化されるようにすることにある。あるいは、生体信号処理回路の調整を簡便に行
えるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明に係る超音波診断装置は、生体信号測定装置が接続される入力ポートと、前記入
力ポートからのアナログ信号を増幅する増幅回路と、前記入力ポートと前記増幅回路との
間に設けられ、前記増幅回路へ入力されるアナログ信号のＤＣレベルを調整するレベル調
整回路と、前記増幅回路から出力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する変換回路
と、調整モード実行時において、前記デジタル信号に基づいて前記レベル調整回路の動作
を制御することにより、前記レベル調整後のアナログ信号のＤＣレベルを前記増幅回路の
入力基準レベルに合わせる制御回路と、を含むことを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、制御回路が、デジタル信号に基づいて、増幅回路へ入力されるアナ
ログ信号のＤＣレベル（オフセット）をフィードバック制御する。具体的には、増幅回路
における入力基準レベルに対して、増幅回路に入力されるアナログ信号のＤＣレベルが適
合される。入力基準レベルは、望ましくは、利得（増幅率）がゼロとなるレベルである。
ホストコントローラに送られるデジタル信号を参照しているので正確な調整を行える。生
体信号の極性を判定し、それに応じて制御するようにしてもよい。
【００１２】
　望ましくは、前記制御回路は、前記デジタル信号中の１又は複数の波形平坦区間から代
表振幅値を求め、その代表振幅値に基づいて前記レベル調整回路の動作を制御する。ＤＣ
レベルは波形平坦区間内のレベルであるとみなせるので、波形平坦部分から代表振幅値（
例えば平均値）を求めるものである。波形平坦区間ごとに１つのサンプリングが行われて
もよいし、複数のサンプリングが行われてもよい。
【００１３】
　望ましくは、前記制御回路は、前記ＤＣレベルを前記入力基準レベルに合わせた後に前
記増幅回路の利得を調整する。これにより利得調整を正しく行える。
【００１４】
　望ましくは、前記変換回路は、前記増幅回路から出力されたアナログ信号を第１デジタ
ル信号に変換する第１変換回路であり、当該超音波診断装置は、更に、前記増幅回路から
出力されたアナログ信号から同期信号生成用の信号成分を抽出する抽出回路と、前記同期
信号生成用の信号成分を第２デジタル信号に変換する第２変換回路と、前記第２デジタル
信号が示す波高値を閾値と比較することにより同期信号を生成する同期信号生成回路と、
を含み、前記制御回路は、前記調整モード実行時において、前記第２デジタル信号が示す
波高値が前記閾値を超えるように前記増幅回路における利得を調整する。
【００１５】
　上記構成によれば、第１変換回路から出力された第１デジタル信号に基づいてＤＣレベ
ルが調整され、第２変換回路から出力された第２デジタル信号に基づいて利得が調整され
る。第２デジタル信号を構成する各波高値は閾値と比較されて、これにより同期信号が生
成される。ピーク波高値が閾値を超えるように、望ましくは、閾値よりも高い目標値に達
するように、利得が調整される。これにより同期信号を適切に生成できる。
【００１６】
　望ましくは、前記生体信号測定装置に対してダミー信号を与える信号源を含み、前記生
体信号測定装置に対して前記ダミー信号を与えた状態において前記調整モードが実行され
る。生体信号処理回路の調整のために、生体から生体信号を取得すると、同人に負担を与
えてしまう等の問題が生じる。信号源を利用すれば、そのような負担が生じない。調整モ
ードの実行後に、実際に被検者に電極等が設置されて、生体信号が取得される。
【００１７】
　レベル及び利得の設定値セットを生体信号測定装置ごとに記憶しておき、いずれかの生
体信号測定装置が接続された時点で、それに対応する設定値セットを読み出してセットす
るようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明によれば、生体信号処理回路の調整においてユーザーの負担を軽減又は解消でき
る。あるいは、生体信号のＤＣレベル及び振幅が自然に最適化される。あるいは、生体信
号処理回路の調整を簡便に行える。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態を示すブロック図である。
【図２】生体信号処理回路の第１構成例を示す図である。
【図３】レベル調整及び利得調整を説明するための図である。
【図４】ＤＣレベル平均値の演算方法を説明するための図である。
【図５】ピーク平均値の演算方法を説明するための図である。
【図６】回路調整部の動作例を示すフローチャートである。
【図７】他の実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。
【図８】ダミー信号による調整を説明するための図である。
【図９】生体信号処理回路の第２構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
　図１には本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態が示されている。超音波診断装
置は、医療機関等に設置される医療装置である。
【００２２】
　図１において、超音波診断装置は、装置本体１０とプローブ１２とを含む。プローブ１
２は、１Ｄアレイ振動子を有し、それによって超音波ビームが形成される。その超音波ビ
ームは電子走査される。電子走査方式として、電子リニア走査方式、電子セクタ走査方式
等が知られている。１Ｄアレイ振動に代えて２Ｄアレイ振動子を設けてもよい。装置本体
１０には本体側コネクタ１６が設けられており、それに対してプローブ側コネクタが接続
される。
【００２３】
　装置本体１０には生体信号を受け入れる入力端子（入力ポート）３８が設けられている
。入力端子３８には生体信号測定装置の１つとして図示の例では心電モニタ３７が接続さ
れている。それは、被検体１４に対して装着された複数の電極の間に誘起される電圧から
心電信号を生成する装置である。
【００２４】
　装置本体１０の構成について説明する。送受信部１８は、送信ビームフォーマー及び受
信ビームフォーマーとして機能する電子回路である。送信時において、送受信部１８から
アレイ振動子へ複数の送信信号が並列的に供給される。これによりアレイ振動子の作用に
より送信ビームが形成される。受信時において、生体内からの反射波がアレイ振動子にて
受波されると、アレイ振動子から複数の受信信号が並列的に送受信部１８へ出力される。
送受信部１８においては、複数の受信信号を整相加算し、これにより受信ビームに相当す
るビームデータを生成する。
【００２５】
　ビームデータ処理部２０は、検波回路、対数変換回路等の公知の回路構成を有し、入力
されるビームデータを順次処理する。画像形成部２２は、電子走査方向に並ぶ複数のビー
ムデータ（受信フレームデータ）に基づいて、座標変換、補間処理等により、表示フレー
ムデータを生成する。表示フレームデータは断層画像を構成するものである。その画像デ
ータが表示処理部２４を介して表示器２６へ送られ、表示器２６において断層画像が表示
される。他の超音波画像が表示されてもよい。表示器２６は、ＬＣＤ、有機ＥＬデバイス
等によって構成される。
【００２６】
　生体信号処理回路４０は、入力端子３８から入力されたアナログ信号（生体信号）を処
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理する回路であり、具体的には、アナログ信号を増幅した上でそれをデジタル信号に変換
する回路である。増幅に先立ってアナログ信号のＤＣレベルが調整される。生体信号処理
回路４０は、本実施形態において２つの処理系統を有しており、それらによって、生体信
号波形を表す第１デジタル信号と、抽出されたＲ波成分を表す第２デジタル信号と、が生
成されている。それらの信号はホストコントローラ３０へ出力されている。
【００２７】
　ホストコントローラ３０はＣＰＵ及び動作プログラムによって構成される。ホストコン
トローラ３０は装置本体１０内の各構成の動作を制御するものである。また、ホストコン
トローラ３０は、生体信号処理回路４０から出力される２つのデジタル信号を処理する。
調整モードの実行時において、ホストコントローラ３０は、生体信号処理回路４０の動作
をフィードバック調整する。
【００２８】
　具体的に説明する。ホストコントローラ３０は、第１デジタル信号に基づいて生体信号
の波形が表示器２６の画面上に表示されるように、超音波画像に合成される波形イメージ
を生成する。また、ホストコントローラ３０は、第２デジタル信号（Ｒ波抽出信号）に基
づいてＲ波同期信号を生成する。その機能が同期信号生成部３４として表されている。Ｒ
波同期信号は心拍に同期した動作を行う場合に利用される。
【００２９】
　本実施形態においては、ホストコントローラ３０は、調整モードの実行時において、生
体信号処理回路４０を調整する。その機能が回路調整部３２として表現されている。回路
調整部３２は、レベル（オフセット）自動調整機能、及び、利得（増幅率）自動調整機能
を有する。回路調整部３２は、調整後の設定値セットを格納しておく記憶部３６を有する
。記憶部３６がホストコントローラ３０の外部に設けられてもよい。
【００３０】
　調整モードの実行時においては、被検体（被検者）１４から得られた生体信号を利用し
てもよいが、その生体信号に異常があることも考えられるので、被検者に代えて健常者を
測定対象とし、健常者から得られた生体信号に基づいて生体信号処理回路４０の動作を最
適化するのが望ましい。生体信号測定装置ごとに事前に調整を完了し、その結果を記憶し
ておけば、生体信号測定装置の接続時にそれに対応する結果を利用して速やかに生体信号
処理回路４０の動作を最適化できる。すなわち、記憶部３６において、生体信号測定装置
ごとに、最適なレベルが得られた時点での設定値と最適な利得が得られた時点での設定値
とからなる設定値セットを格納しておき、生体信号測定装置が接続された時点で、その種
別を認識し、それに対応する設定値セットを読み出し、それらを実際に設定するようにし
てもよい。装置本体１０の中に又は外部に被検体１４に変わる信号源を用意してもよい。
これに関しては後に図７を用いて説明する。
【００３１】
　図２には、生体信号処理回路４０の第１構成例が示されている。レベル調整回路４２に
はアナログ信号５２が入力されている。それは生体信号であり、本実施形態では心電モニ
タからの心電信号である。レベル調整回路４２は、後段の増幅回路４４に入力されるアナ
ログ信号５４のＤＣレベル（オフセットレベル）を増幅回路４４の入力における増幅率ゼ
ロレベルに合わせるためのレベルシフターとして機能する。調整モードの実行時において
、ホストコントローラからレベル制御信号６４が出力され、そのレベル制御信号６４によ
ってレベル調整回路４２内のポテンショメータ（デジタルポテンショメータ）４２ａの値
が可変設定される。これによりＤＣレベルが操作される。
【００３２】
　増幅回路４４は、入力されるアナログ信号５４を増幅する回路である。正側及び負側の
両方の極性について増幅を行うものである。その入力側の増幅率ゼロレベル（入力基準レ
ベル）に対して、アナログ信号５４のＤＣレベルが一致していれば、利得つまり増幅率の
可変によっても、増幅回路４４から出力される増幅後のアナログ信号におけるＤＣレベル
が上下に動くことはない。増幅率ゼロレベルは後段のＡＤＣ４６の入力側間口の中間レベ
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ルに合わせられている。増幅回路４４はポテンショメータ（デジタルポテンショメータ）
４４ａを有する。調整モードの実行時においては、レベル調整後に利得調整が実行される
。その利得調整過程において、ホストコントローラから増幅制御信号６６が出力される。
その増幅制御信号６６によってポテンショメータ４４ａの値が可変設定される。本実施形
態では、第２デジタル信号であるＲ波抽出信号６２の振幅が適正になるように、増幅率が
定められる。
【００３３】
　ＡＤＣ４６は、アナログ信号５６を第１デジタル信号６０に変換する変換回路である。
ＡＤＣ４６の入力側の間口に対して、そこに入力されるアナログ信号のＤＣレベル及び利
得が適正になるように、上記のようにレベル調整及び利得調整が実行される。
【００３４】
　ＢＰＦ（バンドパスフィルタ）４８は、心電信号中のＲ波成分を抽出するフィルタであ
る。抽出された成分がＡＤＣ５０に送られ、第２デジタル信号としてのＲ波抽出信号６２
に変換される。そのＲ波抽出信号６２に基づいてホストコントローラがＲ波同期信号を生
成する。
【００３５】
　本実施形態では、レベル調整時においては第１デジタル信号としてのデジタル信号６０
が参照されており、利得調整時においては第２デジタル信号としてのＲ波抽出信号６２が
参照されている。なお、ＢＰＦ４８及びＡＤＣ５０を除外し、デジタル信号４６に基づい
て直接的にＲ波同期信号が生成されてもよい。なお、ポテンショメータ４２ａ，４４ａの
それぞれに代えてＤＡＣを設けてもよい。それ以外の構成によって調整を行うようにして
もよい。
【００３６】
　図３には、調整前の心電信号６８及び調整後の心電信号７４が示されている。横軸は時
間軸であり、縦軸は増幅回路の入力側の電圧を示している。ここで、電圧レンジ７６は０
から３．３Ｖの間であり、その中間レベルが１．６５Ｖである。その中間レベルが増幅率
ゼロの基準レベル７５である。
【００３７】
　調整モードにおいては、まず、調整前の心電信号６８に対して符号７０で示されるレベ
ル調整が実施される。すなわち、心電信号６８のＤＣレベルが基準レベル７５に合わせら
れる。これにより利得を代えてもＤＣレベルが変化することはなくなる。続いて、利得が
調整され、符号７２で示されるように、心電信号の振幅が最適化される。具体的には、Ｒ
波抽出信号におけるピーク波高値が閾値を超えるように、より具体的にはピーク波高値が
閾値よりも上の目標値に到達するように、利得が調整される。調整の結果、心電信号７４
が得られる。調整完了後、超音波診断（検査モード）が実施される。
【００３８】
　図４にはレベル調整方法の一例が示されている。この処理はホストコントローラによっ
て実行されるものである。調整完了前の心電波形（第１デジタル信号）６８に対して一定
時間Ｔ１（例えば１．５sec）を有する時間窓が順次設定され、個々の時間窓の中に複数
の区間７８が設定される。個々の区間７８の時間長はΔＴ（例えば１００msec）である。
各区間７８において、波形の変動幅が所定の振幅幅（例えば±０．１mV）に収まっている
のか否かが判定される。符号８０は個々の区間７８ごとの判定結果を示している。区間ご
とにＯＫ又はＮＧの判定がなされている。ＯＫが判定された１又は複数の区間に基づいて
、フィードバック制御で参照する代表値としてＤＣレベル平均値８２が演算される。例え
ば、ＯＫが判定された区間ごとに、１又は複数のポイントでの電圧がサンプリングされ、
それらに基づいてＤＣレベル平均値８２が演算される。
【００３９】
　上記手法によれば平坦性が認められる部分だけに基づいて、つまり波形変化部分を無視
して、ＤＣレベルを特定することが可能である。これ以外の手法（例えば平滑化法、フィ
ルタ法）を利用してもよい。生体信号の極性が反転していることもあるので、そのよう場
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合にも対応できる手法を採用するのが望ましい。
【００４０】
　図５には利得調整方法の一例が示されている。この処理もホストコントローラによって
実行されるものである。レベル調整後におけるＲ波抽出信号（第２デジタル信号）８４は
、Ｒ波に相当する複数のピーク（又はピーク列）８６を有する。横軸は時間軸であり、縦
軸はデジタル波高値（絶対値）を示している。Ｒ波抽出信号８４に対して、一定時間（例
えば１．５sec）を有する時間窓が順次設定される。個々の時間窓の中において複数のピ
ークの波高値（絶対値）が参照され、それらに基づいてピーク平均値９４が演算される。
ピーク平均値９４が閾値８８よりも高い目標値９０に到達するように、あるいは、それに
合うように、利得が調整される（符号９２参照）。
【００４１】
　もちろん、上記手法は例示であり、結果として、波形の振幅を適正化できる限りにおい
て、他の手法を利用することが可能である。本実施形態では、Ｒ波抽出信号である第２デ
ジタル信号に基づいて利得の調整を行ったが、第１デジタル信号に基づいて利得調整を行
うことも可能である。
【００４２】
　図６には調整モードの際のホストコントローラの動作例がフローチャートとして示され
ている。Ｓ１０では第１デジタル信号における平坦部分の平均値（現在のＤＣレベル）が
演算され、Ｓ１２において、その平均値が基準レベルから見て許容範囲内にあるか否かが
判定される。許容範囲外であればＳ１４においてレベルが１段階変更された上で、Ｓ１０
以降の工程が実行される。Ｓ１２において許容範囲内であると判定された場合、Ｓ１６に
おいて第２デジタル信号に基づいてピーク値（平均値）が演算され、Ｓ２０において、ピ
ーク値が目標値を基準として許容範囲内にあるか否かが判断される。許容範囲外であれば
Ｓ１８において利得が１段階変更された上で、Ｓ１６以降の工程が繰り返し実行される。
Ｓ２０において、ピーク値が許容範囲内であれば本処理を終了する。
【００４３】
　図７には超音波診断装置の第２構成例が示されている。図１に示した構成と同様の構成
には同一符号を付しその説明を省略する。図７に示す第２構成例では装置本体１０内にパ
ルス信号発生器（信号源）９６が設けられている。心電モニタ３７が有する複数の電極は
被検体１４には装着されておらず、複数の電極に対してパルス信号発生器９６からの微弱
なダミー（模擬）信号が与えられている。心電モニタから出力された疑似心電信号が生体
信号処理回路４０へ与えられ、その動作が調整される。疑似心電信号が健常者の心電信号
にできるだけ近くなるように、パルス信号を生成するのが望ましい。Ｒ波を模擬するパル
スの波高値は例えば数mVである。
【００４４】
　図８には、調整前の疑似心電信号９８と、調整後の疑似心電信号１０４と、が示されて
いる。横軸は時間軸であり、縦軸は増幅回路へ入力される信号の電圧を示している。疑似
心電信号９８は、Ｒ波を模擬した複数のパルス１００，１０２を有している。符号１０６
で示されるようにまずＤＣレベルが最適化され、その後、利得が最適化される。パルスの
形態や発生時刻は既知であるので、それを利用してサンプリングを行うようにしてもよい
。例えば、パルス１００，１０２が５０msecの周期で生成され、個々のパルス１００，１
０２のパルス幅が２０msecであれば、各パルス１００，１１０２の立ち上がり点から２０
msec後をスタートタイミングとして、そこから次のパルスの立ち上がり直前までの期間に
おいて複数の電圧をサンプリングし、それらの電圧に基づいてＤＣレベル平均値を演算す
るようにしてもよい。また、ピーク平均値の演算でも、パルス発生時刻が既知であること
を利用してサンプリング時間を定めてもよい。
【００４５】
　図９には生体信号処理回路の第２構成例が示されている。図２に示した構成と同様の構
成には同一符号を付しその説明を省略する。図９に示す第２構成例では、図２に示されて
いたＢＰＦ４８及びＡＤＣ５０が含まれていない。それ以外は図２に示した構成と同じで
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ある。すなわち、この第２構成例はＲ波成分抽出を行わないものである。それに代えて、
ホストコントローラにおいて、デジタル信号６０に基づいてＲ波同期信号が生成されてい
る。このような構成は簡易なものであるので、コスト低減等の利点を得られる。
【００４６】
　上記実施形態においては専ら心電信号についての処理を説明したが、他の生体信号が処
理されてもよい。そのような信号として心音信号、脈波信号等があげられる。心拍を表す
成分が含まれる生体信号であればそこからＲ波同期信号に相当する同期信号を生成し得る
。そのような成分が含まれない場合（例えば呼吸信号）であっても、レベル調整及び利得
調整の内で少なくとも前者を、望ましくは両者を自動化すれば、ユーザーの負担を軽減で
きる。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　装置本体、１２　プローブ、１４　被検体、３０　ホストコントローラ、３２　
回路調整部、３７　心電モニタ、４０　生体信号処理回路、４２　レベル調整回路（オフ
セット調整回路）、４４　増幅回路、４６，５０　ＡＤＣ（アナログデジタル変換器）。
 

【図１】 【図２】
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